
 
 

一般社団法人長野県農業会議 第 117 回常設審議委員会の概要 
 
 
 
 
 

 令和 7 年 12 月 15 日（月）に長野市「ＪＡ長野県ビル」において開催した、第 117

回常設審議委員会の審議結果等の概要は下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 農地法等に基づく審議 

（１）第 1 号議案 

農地法第 5 条の規定に基づく農業委員会からの意見聴取案件について審議した 

結果、「許可相当」として意見回答することを決定しました。 

 

２ 報告事項 

（１）令和 8 年度米政策の推進について 

   資料②により説明しました。 
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期日 令和7年12月15日
場所　 ＪＡ長野県ビル12A

○印は出席者

（会　　長） （副会長） （副会長）

望月　雄内 市川　覚 田中　悦郎

2 小山田　武 ○ 3 片岡　正夫 ○ 4 小泉　幸善 ○

5 氣賀澤道雄 ○ 6 髙田　清人 ○ 7 髙橋　德 ○

9 佐原　悦司 ○ 10 伊藤　宏昭 ○ 11 栁澤　雅仁 ○

12 神林　利彦 ○ 13 青木　保 ○ 14 増田　善行 ○

15 沼田　浩子 ○ 16 神農　佳人 ○ 17 中村　光男

18 眞島　実 ○ 19 宮澤　清志 ○ 20 小林　安男 ○

21 平林　孝保 ○ 22 新芝　正秀 23 長谷川　孝治

25 依田　明善 26 日䑓　正博 27 浅田みさ子 〇

28 髙林　敬子 29 小林　文彦 ○ 30 伊藤　洋人 ○

県
等

事
務
局

一般社団法人長野県農業会議 第117回常設審議委員会 出席者名簿
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正
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県農政部農業政策課
　市川農業団体・共済係長、野村農地調整係長
県農業技術課
　細田課長補佐兼農産振興係長
県農村振興課
　宮下中山間農村・金融係長

伊藤専務理事兼事務局長（前掲）、三井参事兼部長、山際部長、土屋部長、中島審議役、
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一般社団法人長野県農業会議 第117回常設審議委員会次第 

 

                 日  時：令和７年12月 15日（月）13:30～ 

                場  所：長野市 JA長野県ビル12階 「12A会議室」 

 

 

 

１ 開  会                                                                  

 

２ 挨  拶                                                                  

 

３ 会務報告                                                                  

 

４ 議長就任                                                                  

 

５ 議事録署名人指名                                                          

 

６ 審  議 

第１号議案 

農地法第５条の規定による意見回答について 

 

７ 報告事項 

 (１) 令和８年度米政策の推進について 

 

８ その他 

 (１)農村ＲＭОの取組と特定地域づくり事業協同組合制度について 

 (２)農業者年金の加入推進について 

 (３)次回の開催計画について 

   1月 15日（木）13:30～ JA長野県ビル12階 「12B会議室」 

 

９ 議長退任 

 

10 閉  会  
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主 要 会 務 報 告                 

          （令和７年１１月１４日開催の常設審議委員会以降） 

１ 主催会議 

（１） 総務・情報部関係 

    １１月１４日     第 116 回常設審議委員会                  （長野市） 

 

（２） 農政・農地部関係 

１１月１７日    農業委員会サポートシステム現地支援       （飯田市） 

１１月１８日        〃                   （大鹿村） 

１１月１９日    第10回農業委員会大会              （松本市） 

１２月 ４日    農業委員会サポートシステム現地支援       （千曲市） 

１２月 ８日    地区常設審議委員会   （小諸市、伊那市、塩尻市、長野市） 

    １２月 ８日        農地利用最適化に係る月次情報交換会議       

                            （     〃     ） 

１２月 ９日    農業委員会サポートシステム現地支援       （上田市） 

 

   

（３）担い手・経営・年金部関係 

１１月１８日    「雇用就農資金」現地調査         （北信４経営体） 

１１月２６日        〃                （中信２経営体） 

１２月 ４日    農業者年金の加入推進に係る打合せ会議 

（大町市、松川村、池田町） 

１２月 ５日        〃           （阿智村、木曽町、箕輪町） 

１２月 ９日        〃            （飯綱町、信濃町、栄村） 

 

２ 組織関連の会議 

  １１月１７日    農業法人協会第 3回理事会 

  １１月２６日    農業者年金加入推進セミナー 

  １１月２６日    上田地域年金協議会研修会 

  １１月２６日    山ノ内町年金協議会研修会 

  １１月２７日    全国農業委員会会長代表者集会 

  １１月２８日    千曲市農業者年金加入推進研修会 

  １２月 １日    信州水田農業経営者会議 東海・近畿・北信越合同稲作経営者 

研究大会 

  １２月 ４日    北信越ブロック農業会議編集担当者会議 

  １２月 ４日    諏訪支部 新規就農者簿記講座 

  １２月 ５日    南箕輪村農業委員会農業者年金加入推進研修会 

  １２月 ６日    日本農業技術検定試験 

１２月 ６日    松塩筑安曇農業委員会協議会２区選出国会議員との農政懇談会 

  １２月 ９日    北アルプス複式簿記研修会 

  １２月１１日    上伊那農業委員会協議会年金加入推進研修会 

  １２月１１日    都道府県農業会議総務・経理担当者会議 

    ～１２日 

  １２月１２日    北信州農業道場発表会・年金説明 

  １２月１３日    佐久・上小農業委員会協議会３区選出国会議員との農政懇談会 
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  １２月１３日    上伊那・南信州農業委員会協議会５区選出国会議員との農政懇談 

           会 

  １２月１３日    長野・須高・北信州農業委員会協議会１区選出国会議員との農政懇 

           談会 

   

３ その他の会議 

  １１月２５日    県農業再生協議会米・戦略作物部会 

  １１月２５日    給与システム年末調整説明会 

  １１月２５日    集落営農発展研修会 

  １１月２６日    県園芸特産振興展・鉢花類コンクール表彰式 

  １１月２８日    県畜産会視察研修会 

  １１月２８日    県産米生産・流通・消費等検討会議 

  １２月 ２日    松本地区新規就農促進連絡会議 

  １２月１２日    農業経営管理能力セミナー 

 

４ 要請等 

実施日 内   容 提出先等 

１１月２７日 全国農業委員会会長代表者集会決議事項及び第

10回県農業委員会大会決議事項の要請活動 

県選出等国会議員 

１２月１０日 第10回県農業委員会大会決議事項要請 県知事、県議会正副議長 
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（令和7年12月）

田 畑 計

1 1 0.13 0.00 0.13

佐久市 1 1 0.13 0.00 0.13

1 1 0.00 0.67 0.67

飯田市 1 1 0.00 0.67 0.67

3 5 33,011.33 1,245.00 34,256.33

松本市 1 1 3,167.00 0.00 3,167.00

安曇野市 1 3 25,380.33 1,245.00 26,625.33

大町市 1 1 4,464.00 0.00 4,464.00

1 1 0.00 6,438.00 6,438.00

飯山市 1 1 0.00 6,438.00 6,438.00

6 8 33,011.46 7,683.67 40,695.13

南信

中信

北信

合計

農地法第５条第３項の規定による意見聴取件数・面積一覧表

地区
農業委員会名

市町村数 件数

面　　　積　　（㎡）

東信

①
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農業技術課 

令和８年度米政策の推進について 

 

１ 基本指針における令和８年産主食用米等生産量の設定に係る国の考え方 

（１）令和７年産米の需給動向について 

ア 従来の国の需給見通しは、過去の需要実績ベースのマイナス・トレンドを前提に、１人当た

り消費量を推計した上で、総人口を乗じて算出していたため減少傾向で推移していた。しか

し、直近の消費動向としては家庭消費やインバウンドによる需要増等の実態があり、コロナ禍

以降の令和５年産、６年産は需要の実績と見通しの乖離が大きくなっていたことで、令和６年

８月以降の主食用米の急激な価格高騰の一因になったと分析されている。主食用米の供給不

足により、令和７年６月末民間在庫量は当初見込みである162万玄米トンを下回る155万玄米

トンとなった。 

イ 令和７年産水稲の作柄は、概ね天候に恵まれたことから、全国の作況単収指数は「102」（10

月25日現在）と見込まれている。 

ウ 収穫量は、主食用米の供給不足と米価高騰を背景に主食用米の作付が増加したことから、国

が示した当初適正生産量683万玄米トンを大きく上回る746.8万玄米トン（生産者ふるい目で

718.1万玄米トン）と見込まれている（10月25日現在）。 

（２）令和７年７月から令和８年６月までの需要見通しについて 

近年の需要量が必ずしも減少していないことを踏まえ、直近の１人当たり消費量の実績、

人口（推計値）、インバウンド需要量の動向及び精米歩留りの変動を考慮して幅を持って設定

し、697万～711万玄米トン（624万～631万精米トン）と見込む。 

（３）令和８年産の主食用米等生産量について 

ア 令和８年６月末の民間在庫量は、適正水準の範囲内(180万～200万トン)を上回る215万～

229万玄米トンと見込まれる。 

イ 直近の１人当たり消費量の実績、人口（推計値）、インバウンド需要量の動向及び精米歩留

りの変動を考慮し、令和８/９年の需要量を694万～711万玄米トンと見込む。 

ウ 令和８年産米の生産量については、令和８/９年の需要量694万～711万トンに対して余裕を

持った生産量として需要量見通しの最大値に合わせて711万玄米トンと設定する。令和９年６

月末の民間在庫量は、適正水準を大きく上回る215万～245万玄米トンとなる見通し。令和７年

産生産量の748万トンから５％減となっているものの、国は、作況単収指数に基づく豊作分15

万トンと備蓄米21万トンの買入を除外した生産量は712万トンであるという分析のもと、令和

８年産適正生産量と「近い水準」として位置付けている。 

＜主食用米等の国の需給見通し＞（R7.10.31 基本指針より） （単位：万トン） 

項        目 
令和６/７年度 

※確定値 

令和７/８年度 

※推計値 

令和８/９年度 

※推計値 

６月末民間在庫量 Ａ  153  155 215～229 

主食用米等生産量 

政府備蓄米供給量 

主食用米等供給量計 

Ｂ 

C 

D＝Ａ＋Ｂ＋C 

 679 

36 

 868 

 748 

23 

 926 

711 

 

926～939 

主食用米等需要量 Ｅ  713 697～711 694～711  

翌６月末民間在庫量 Ｆ＝Ｄ－Ｅ  155 215～229 215～245 
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２ 長野県農業再生協議会における令和８年産主食用米の生産数量目安値の算定方法 

令和８年産の県産米需要は、令和６年産生産実績179,800トンに備蓄米2,148トンを加えて米不

足が解消した状況を踏まえ、約182,000トンと見込む（県内で米不足が生じない基準）。 

また、米不足が解消した本年産の作付を維持していく方針を踏まえ、令和７年産の県産米生産

実績187,800トンを作況単収指数103から100に換算すると182,300トンであり、前述した基準とな

る数量を上回ることとなり、安定生産・安定流通が見込める。 

以上により、県域目安値を182,300トンと算定。地域協議会別目安値の積上げによる端数処理を

含め県域目安値を182,301トンとする。これは前年産より2,994トン（1.7％、681ha相当）の増加と

なる。 

地方部別の目安値については、前年産の地域協議会別目安値（地域間調整前）のシェアを、県域

の目安値に乗じて算定し、県協議会地方部別に積み上げて算定する。 

 

＜令和８年産県域目安値の算定方法＞ 

令和７年産生産実績の補正 

生産実績187,800トン ×（作況単収指数100÷103）≒ 182,300トン 

地域協議会別目安値の積上による端数処理 

+1トン 

県域生産数量目安値 

182,300トン ＋ 1トン ＝ 182,301トン 

※ 令和７年産目安値比 2,994トン増加 

 

 

３ 令和８年産主食用米の適正生産に向けた今後の対応 

（１）米政策は米価維持対策など、稲作農家のための施策であることを生産者１人ひとりが理解し、

すべての農業者が協調して取り組むものであり、生産者の理解と協力を求めるため、営農計画

書等の配布に合わせて県農業再生協議会で啓発チラシの電子データを作成し、12 月から１月に

かけて市町村、ＪＡを経由して周知する予定。 

（２）令和９年度以降の水田政策の見直しについて、来年度前半に方向性が示される予定のため、情

報が入り次第、市町村、ＪＡ等関係機関に周知するとともに、主食用米を含めた水田の有効活用

について協議を進めていく。 

（３）需要の見込める麦・大豆の増産、野菜等の高収益作物への転換を推進するとともに、新たな海

外需要を獲得するため、輸出用米の産地づくりを支援する。 
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１　国の基本指針に掲げる令和８年産主食用米等生産量（R7.10.31公表）

711万 トン　

２　県域の生産数量目安値

182,301 トン　

３　県農業再生協議会地方部別の生産数量目安値

22,503 ﾄﾝ 22,192 ﾄﾝ 311 ﾄﾝ

( 3,480 ha) ( 3,401 ha) 101.4%

15,104 ﾄﾝ 14,850 ﾄﾝ 254 ﾄﾝ

( 2,545 ha) ( 2,468 ha) 101.7%

12,349 ﾄﾝ 12,140 ﾄﾝ 209 ﾄﾝ

( 1,939 ha) ( 1,905 ha) 101.7%

27,314 ﾄﾝ 26,855 ﾄﾝ 459 ﾄﾝ

( 4,294 ha) ( 4,202 ha) 101.7%

10,050 ﾄﾝ 9,882 ﾄﾝ 168 ﾄﾝ

( 1,738 ha) ( 1,686 ha) 101.7%

1,676 ﾄﾝ 1,648 ﾄﾝ 28 ﾄﾝ

( 314 ha) ( 308 ha) 101.7%

42,420 ﾄﾝ 41,708 ﾄﾝ 712 ﾄﾝ

( 6,615 ha) ( 6,477 ha) 101.7%

19,134 ﾄﾝ 18,812 ﾄﾝ 322 ﾄﾝ

( 3,146 ha) ( 3,107 ha) 101.7%

18,359 ﾄﾝ 18,053 ﾄﾝ 306 ﾄﾝ

( 3,230 ha) ( 3,127 ha) 101.7%

13,392 ﾄﾝ 13,167 ﾄﾝ 225 ﾄﾝ

( 2,421 ha) ( 2,359 ha) 101.7%

182,301 ﾄﾝ 179,307 ﾄﾝ 2,994 ﾄﾝ

( 29,722 ha) ( 29,041 ha) 101.7%

　(注３)　令和７年産生産数量目安値の面積換算値は、「市町村別10ａ当たり平均収量（平成29年～令和５年の７ヶ年の中庸５ヶ年を平均）」
　　　 に補正係数を乗じて、関東農政局公表の「令和６年産水稲の作柄地帯別10a当たり平年収量」に整合させた単収により、
　　　 市町村域毎に算定し、小数点以下を四捨五入したものを参考値として記載した。

　(注４)　令和８年産生産数量目安値の面積換算値は、「市町村別10ａ当たり平均収量（平成30年～令和６年の７ヶ年の中庸５ヶ年を平均）」
　　　 に補正係数を乗じて、関東農政局公表の「令和７年産水稲の作柄地帯別10a当たり平年収量」に整合させた単収により、
　　　 市町村域毎に算定し、小数点以下を四捨五入したものを参考値として記載した。

農業再生
協議会
地方部

令和８年産
米生産数量
目安値

＜参考＞

令和７年産
米生産数量
目安値

増 減
前年対比

関係ＪＡ

諏　訪 信州諏訪

　令和８年産主食用米の生産数量目安値

目安値対比

佐　久
長野八ヶ岳、
佐久浅間

上　田
信州うえだ、
佐久浅間（一部）

上伊那 上伊那

南信州 みなみ信州

木　曽 木曽

　(注２)  （　　）は面積換算値で、四捨五入により一致しない場合がある。

松　本
松本ハイランド､洗馬、
あづみ、木曽（一部）

北アルプス 大北

長　野 ながの、グリーン長野

北　信 中野市、ながの（一部）

合　計

　(注１)  上田地方部のJA佐久浅間(一部)は東御市(旧北御牧村)分、松本地方部のＪＡ木曽(一部)は塩尻市(旧楢川村)分、北信地方部の
　 　　ＪＡながの（一部）は中野市(旧豊田村)、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村分である。

34
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水田政策の見直しの方向性について （概要) 
 
 
水田政策を、以下の方向で令和９年度から根本的に見直す検討

を本格的に開始。 
 

１ 水田を対象として支援する水活を、以下のとおり、 
作物ごとの生産性向上等への支援へと転換。 
このため、令和９年度以降、「５年水張りの要件」は求めない。 

 ※ 現行水活の令和７年・８年の対応として、連作障害を 
回避する取組を行った場合、水張りしなくても交付対象とする。 

 
２ 米については、国内外の需要拡大策、大区画化、スマート技術の 
活用、品種改良等の生産性向上策等を強力に推進。 

輸出を含めた米需要拡大を目指し、新市場開拓用米、米粉用米
等を支援。 
 

３ 国産飼料の生産性向上を図るため、飼料用米中心の生産体系を
見直し、青刈りとうもろこし等の生産振興を図る。 

  
４ 麦、大豆、飼料作物については、食料自給力向上の 
費用対効果を踏まえて、水田、畑に関わらず、 
生産性向上に取り組む者の支援へ見直すべく検討。 
 

５ 有機や減農薬・減肥料等について支援（主食用米も対象）。 
 

６ 農業者が急減する中で、地域計画の実現に向け、担い手が 
生産性の向上を伴いながらより多くの離農農地の引き受けを 
進めていけるよう、農地の集約化等への支援制度について、 
既存制度を見直し、強化。 
 
７ 産地交付金について、現場の実態を調査・検証した上で、 
水田・畑に関わらず、中山間地域等の条件不利地域も含め、 
地域の事情に応じた産地形成が促進される 
仕組みとする見直しを検討。 
 
８ 中山間地域等直接支払について、条件不利の実態に配慮し、支 
援を拡大。 
多面的機能支払について、活動組織の体制を強化。 

 
９ 予算は、現行の水活の見直しや見直しに伴う既存施策の 
再編により得られた財源を活用。 
このように、構造転換に必要な予算をしっかりと確保していく。 
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「おいしい日本のお米を世界へ！」プロジェクト 

 

 

１  現在、米の輸出実績は、年間で約４万トン（2024 年（1 月～11 月）の

輸出実績）となっているが、今後、米の輸出を 

更に拡大していくために、米の輸出に関する目標値を設定。 

具体的な米の輸出に関する目標値については、食料・農業・農村政

策審議会の議論や、各党の御意見も踏まえ、今後、検討。 

 

２  米の輸出を更に拡大していくためには、 

米の生産コストの低減が最も大きな課題となる。 

輸出業者聞き取りによる輸出米の生産費の採算ラインは、 

カリフォルニア産と競合が可能な約 9,500 円であるが、現在、 

国内農家の 60kg 当たりの平均生産コストは約１万 6,000 円であり、

8,000 円を下回っている経営体は全体の 0.6％、作付面積でも 

全体の２%に留まっている状況。 

 

３ このため、低コストで生産できる輸出向け産地を新たに育成 

することとし、以下の生産性向上の取組を強力に進める。 

 ・  農地の集積・集約化（輸出を行う経営規模 15ha 以上の経営体の作

付面積を拡大）による分散錯圃の解消 

・  農地の大区画化（１ha 以上の団地の農地を新たに整備） 

・ 品種改良、多収量品種の作付け拡大（現行より単収１割増（約

600kg/10a）の「にじのきらめき」等の作付けを更に拡大）  

・  大区画化を活かしたスマート技術の活用（全経営耕地面積に 

占めるスマート農業技術・機械の活用割合を 50％以上に向上） 

・  上記取組により大規模輸出に取り組む輸出産地を３０産地形成（本

産地からの輸出が輸出全体の過半以上を占める姿を実現） 

 

４ あわせて、海外ニーズが高い有機米の作付け拡大を進めるとともに、

ニーズ等の調査を行いながら海外における需要拡大を図ることとし、 

以下の取組を強力に進める。 

 

・ 日本食のプロモーションや商流構築、国内外一貫してつなぐ 

サプライチェーンのモデル構築、日系外食企業（おにぎり屋、 

日本食レストラン等）の海外進出、インバウンドと輸出の 

好循環の形成等を推進し、使用量を拡大 
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「特定地域づくり事業協同組合」の
設立検討から運営まで一貫して支援します！

●この制度を活用して事業を行いたいと思われた方は、
　➡ まずはお住まいの市町村へ
●事業協同組合の設立・上記支援内容についてお尋ねのときは、
　➡ 長野県中小企業団体中央会（TEL:026-228-1171）へ
●特定地域づくり事業協同組合の認定についてお尋ねのときは、
　➡ 長野県企画振興部地域振興課（TEL:026-235-7021）へ 詳しくは総務省HPへ

お問い合わせ先

支 援 内 容
１．コーディネーターの派遣

　制度の普及・推進のため、専門的な知見を有するコーディネーターを派遣し、制度説明や組
合設立の準備、設立後の組合運営に関する支援まで寄り添ったサポートを行います！
　組合の設立を検討している市町村の皆様、事業者の皆様へ個別の説明も可能です。

２．説明会の開催支援
　事業者の皆様を対象とした制度説明会の開催支援を行います！
　「仲間内で話を聞いてみたい…！」「地域の事業者向けに説明してほしい！」など、講師の選定
から説明会の実施まで幅広く支援が可能です。

３．アンケート調査の実施支援
　地域内の事業者様へ制度活用希望のアンケート調査を実施します！
　アンケート調査を行うことで、地域に潜在する制度活用希望の掘り起こしが可能です。

Point１　組合員を集めよう！
はじめに、組合員となる事業者を見つけましょう。
組合設立には、地域内の事業者を４者以上集める必要があります。

Point２　組合事務局の職員を確保！
組合員が集まったら、組合設立後に事務局を担う職員を確保しましょう。
組合員が兼務することもできます。

Point３　関係機関への事前相談！
組合設立に向けて必要となる手続きについて事前に関係機関へ相談しましょう。

Point４　地域づくり人材（派遣職員）の募集方法の検討開始！
特定地域づくり事業の開始に向けて、「地域づくり人材」となる派遣職員の募集方法を検
討しましょう。

組合設立のPOINT

長野県中小企業団体中央会
長野県

人
口
急
減
地
域
の
皆
様へ

安
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雇
用
機
会
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人口急減地域で「人手不足」にお困りの事業者の皆様にお勧めします！

「特定地域づくり事業協同組合」のご案内

そんな時こそ、「特定地域づくり事業協同組合」です！

人口急減地域の課題

●人口減少が止まらない。
●移住を促進したいが、
　雇用の受け皿がない。

●人手不足が深刻。
●せめて繁忙期だけでも
　人手が欲しい。

●定住・移住したいけど、
　安定した仕事がない。

　令和2年6月に「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」が施行されました。
　「特定地域づくり事業協同組合」とは、人口急減地域において、組合が年
間を通じて正規職員を雇用し、組合員である事業者の人手が必要な時期
に職員を派遣する制度です。
　これにより、繁忙期における地域事業者の人手不足解消や、安定した雇
用環境整備による定住促進の効果も期待されます。
　また、「特定地域づくり事業協同組合」の運営費については行政の財政
支援があるなど、数多くのメリットがあるんです！

《行政》 《事業者》 《働き手》

組合で通年の
雇用を創出！！

ポイント①

繁忙期の人手
不足を解消！！

ポイント②

組合運営費は
行政から補助！！

ポイント③

地域への移住・
定住を促進！！

ポイント④

特定地域づくり事業協同組合員

特定地域づくり事業協同組合

農

業

者

林

業

者

漁

業

者

県 市 町 村 中 央 会

食
品
加
工
業
者

製
材
業
者

機
械
製
造
業
者

飲
食
業
者

宿
泊
業
者

介
護
業
者

組合：職員派遣
組合員：利用料

組合：職員派遣
組合員：利用料

組合：職員派遣
組合員：利用料

認定 財政支援 設立・
運営支援

特定地域づくり事業協同組合の運営には、
行政からの財政支援が行われます！！

組合自己負担
（利用料金収入） 国（交付金）

国（特別交付税）

地域・業種に応じたスケジュールで職員を派遣！

※財政支援を受ける場合は、事前に各市町村にご相談ください。

1/2 1/4
1/8

市町村
1/8

4月 5月～10月 11月～3月

農業 飲食業 酒造業

介護
事業 こども園 小売業

通年

AM

or
PM

財政支援

長野県内でも「特定地域づくり事業協同組合」が設立されています！
生坂村特定地域づくり事業協同組合
ぶどう農家、農業公社、福祉事業者、建設事業者
（事務）、食品製造業者、電気業者、林業者など

おたり地域づくり協同組合
スキー場事業者、小売飲食事業者、建設事
業者、林業者、宿泊事業者など

令和７年度は２件の組合が設立されました！
協同組合いいコネワークス

りんご農家、建設事業者、食料品製造業、宿泊事業
者、飲食店、観光関連事業者、学習支援事業者 など

信州しなのまち複業協同組合
野菜農家、食料品製造業、宿泊事業者、小売飲
食事業者、飲料・飼料製造業、建設事業者など

①事前準備（事業者・市町村・関係事業者団体間の相談・調整）
②事業計画（案）の作成
③一連の手続きの関係機関への事前相談
④事業協同組合の設立認可手続（長野県・長野県中小企業団体中央会）
⑤特定地域づくり事業協同組合の認定手続（長野県）
⑥労働者派遣事業の届出 （長野労働局）
⑦特定地域づくり事業開始

手続きの
流れ

２１
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0263-69-1105 0263-88-8480

ikusakamurato.kyoudoukumiai@agate.plala.or.jp
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 農業者年金加入推進強化月間  
                             

 
 一般社団法人  長野県農業会議 

                     令和７年１２月１５日 ＜№９＞           

☆１１月の新規加入実績 

11 月の新規加入者は、下表のとおり７市町で９人、11 月末までの新規加入者は、県全体で  

68 名となりました。対前年同月比５名増です。各地域において新規就農者向けの勉強会が開

催されていますが、私ども事務局も「農業者年金」の制度説明、ＰＲ等、支援をして参ります

ので、引き続きのお力添えをお願いします。 

 表：１１月の新規加入者数                       （単位：人） 

市町村名 
新規加入者 

市町村名 
新規加入者 

全体 20～39歳 女性 全体 20～39歳 女性 

立科町 １   須坂市 ２ ２ １ 

茅野市 １   千曲市 １ １  

松本市 １   飯山市 １  １ 

塩尻市 ２ １ １ 合計７市町 ９ ４ ３ 
 

☆特に、女性の加入をすすめる理由 その２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人生の最後まで健康でいたい。」は、誰しもが願うところですが、なかなか、そううま
くいくとは限りません。 

  長寿時代のリスクに対処するためのキーワードの 1つは「お金」です。 

  農業者年金は 100歳になろうが 110歳になろうが、生きている限り、ずっと年金を受け取
ることができますので、長生きする可能性が高い女性にとって、大きなメリットがあります。
このしくみ（終身年金）を知っていただき活用いただくことは、必ずや老後の安定した暮ら
しにつながっていくはずですので、引き続きのＰＲ等よろしくお願いします。 

加 入 推 進 ニ ュ ー ス 
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user
テキスト ボックス
年金①




うち
20～
39歳

うち
女性

うち
20～
39歳

うち
女性

うち
20～
39歳

うち
女性

うち
20～
39歳

うち
女性

うち
20～
39歳

うち
女性

うち
20～
39歳

うち
女性

小 諸 市 2 2 1 1 1 1 〇 上 松 町 1 1 1

佐 久 市 4 3 2 南 木 曽 町 1 1 1

小 海 町 1 1 1 木 曽 町 1 1 1

佐久穂町 1 1 1 木 祖 村 1 1 1

川 上 村 7 6 3 1 1 王 滝 村 1

南 牧 村 3 3 2 大 桑 村 1 1

南相木村 1 1 1 1 1 〇 〇 木 曽 計 6 4 5 0 0 0 0 0 0

北相木村 1 1 1 松 本 市 8 5 4 4 1 1

軽井沢町 1 1 2 2 〇 塩 尻 市 3 2 2 4 2 1 〇 〇

御代田町 2 1 1 安 曇 野 市 4 3 2 3 1 1

立 科 町 1 1 1 1 〇 麻 績 村 1 1 1

佐 久 計 24 20 15 6 4 2 3 0 2 生 坂 村 1 1 1

上 田 市 3 2 1 1 山 形 村 2 1 1

東 御 市 2 2 1 1 朝 日 村 1 1 1

長 和 町 1 1 1 1 1 1 〇 〇 〇 筑 北 村 1 1 1

青 木 村 1 1 1 松 本 計 21 15 13 11 4 3 1 1 0

上 田 計 7 6 4 3 1 1 1 1 1 大 町 市 1 1 1

岡 谷 市 1 1 1 池 田 町 1 1 1

諏 訪 市 1 1 1 松 川 村 1 1 1

茅 野 市 2 1 1 2 1 〇 〇 白 馬 村 1 1 1

下諏訪町 1 1 小 谷 村 1 1 1

富士見町 1 1 1 1 〇 北ｱﾙﾌﾟｽ計 5 5 5 0 0 0 0 0 0

原 村 2 2 1 長 野 市 7 3 3 4 3 2 〇

諏 訪 計 8 6 6 3 0 1 2 0 1 須 坂 市 4 2 2 6 4 4 〇 〇 〇

伊 那 市 2 1 1 1 1 〇 千 曲 市 2 1 1 4 3 〇 〇

駒ヶ根市 1 1 1 坂 城 町 1 1 1

辰 野 町 1 1 1 小 布 施 町 3 1 1 4 4 2 〇 〇 〇

箕 輪 町 1 1 1 高 山 村 1 1 1

飯 島 町 1 1 1 信 濃 町 1 1 1

南箕輪村 1 1 1 1 1 〇 〇 飯 綱 町 2 1 1

中 川 村 1 1 1 小 川 村 1 1

宮 田 村 1 1 1 長 野 計 22 11 12 18 14 8 3 4 2

上伊那計 9 8 8 2 2 0 1 2 0 中 野 市 8 4 3 10 4 5 〇 〇 〇

飯 田 市 5 3 2 5 3 3 〇 〇 〇 飯 山 市 2 1 1 2 1 1 〇 〇 〇

松 川 町 3 2 1 3 2 〇 〇 山 ノ 内 町 3 2 2 2 1

高 森 町 2 1 1 木 島 平 村 1 1 1 1 1 〇 〇

阿 南 町 1 1 野沢温泉村 1 1 1

阿 智 村 1 1 1 栄 村 1 1 1

平 谷 村 1 1 北 信 計 16 10 9 15 7 6 3 3 2

根 羽 村 1 県 計 139 97 89 68 38 24 18 14 9
下 條 村 1 1 1 1 1 〇 〇 49% 23%

売 木 村 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、令和７年度目標数を達成した市町村。

天 龍 村 1 1

泰 阜 村 1 1

喬 木 村 1 1 1 1 〇

豊 丘 村 1 1 1

大 鹿 村 1 1 1

南信州計 21 12 12 10 6 3 4 3 1

目標達成状況

(単位：人)

令和７年度　農業者年金の新規加入実績

令和７年度目標数

(令和７年１１月末日現在)

目標達成状況新規加入者数

市町村名

令和７年度目標数

市町村名全体 全体 全体 全体 全体 全体

新規加入者数
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